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Ⅰ．はじめに 
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〇地域生活支援拠点等とは 

 障がい児・者の障がいの重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための

機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障がい児・者の生活を地域全体で

支えるサービス提供体制のことです。 

居住支援のための主な機能として、①相談、②緊急時の受け入れ・対応、③体験の

機会・場、④専門的人材の確保・養成の 4 つが挙げられます。また、それらの機能が十

分に役割を果たせるよう拠点コーディネーターが調整を行います。 

四街道市では基幹相談支援センターをはじめ、相談支援事業所、短期入所事業所、

グループホーム、日中活動系サービス事業所といった既存の社会資源を生かしながら

複数の事業所がそれぞれ機能を担い、体制を整えていく面的整備型を採用し、整備を

進めています。 

 今後は機能の充実を図るため、障がい者自立支援協議会の専門部会（生活部会）に

より、年 1回以上運用状況について検証や検討を行います。 
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○地域生活支援拠点等の 4 つの機能 

必要な機能 具体的な内容 

① 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把

握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、

障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等

に必要な相談支援を行う機能 

② 緊急時の受け入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制

を確保した上で、介護者の急病や障がい者の

状態変化等の緊急受け入れや医療機関への

連絡等の必要な対応を行う機能 

③ 体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たり、

グループホーム等の障害福祉サービスの利用

や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機

能 

④ 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する

方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方

に対して、専門的な対応を行うことができる体

制の確保や専門的な対応ができる人材の養

成を行う機能 

 



Ⅱ.拠点等事業の機能等について 
 

- 3 - 
 

 ○「相談」機能の具体的な内容 

   緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時（24 時間

365 日）の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要

な相談支援を行います。 

 ・「相談」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

・緊急時のサービス利用を調整します。 

・できる限り緊急事態の発生を予防するための

計画作成等調整を行います。（例えば、対象

者に緊急時の対応方法について助言を行う、

短期入所やグループホームの体験利用の調

整を行う等） 

・相談支援事業所のみでは支援が困難な場

合は、拠点コーディネーターに後方支援を依

頼します。 

・日頃の相談支援を通じて緊急時に支援が見

込めない世帯等の把握を行い、拠点利用者と

して事前登録を行います。また、相談支援事

業所連絡会議にて報告、共有を行い、対応方

法について検討を行います。 

基幹相談支援センター 

・必要に応じ、相談支援事業所等と連携して

支援を行います。 

・相談支援事業所連絡会議を毎月開催し、緊

急時に支援が見込めない世帯等に係る状況

の共有を図ります。 

・相談支援事業所の後方支援を行います。 

・緊急時に支援が見込めない世帯について、

支援を行いますが、できる限り、地域の相談支

援事業所等へつなぎます。 
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○「緊急時の受け入れ・対応」機能の具体的な内容 

   短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障

がい者の状態変化等の緊急時に、短期入所等の施設受け入れや、医療機関への

連絡等の必要な対応を行います。 

・「緊急時の受け入れ・対応」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

・対象者から緊急の連絡を受けたとき、必要に

応じ短期入所等のサービスの利用調整を行い

ます。 

・緊急時の対応は、短期入所や医療機関への

入院に限らず、障がい者の状態に応じて、訪

問系サービスにより対応するなど、適切な対応

を行います。 

・対象者が障害者支援区分の認定を受けてい

ないなど、短期入所の利用が困難な場合は、

市障がい者支援課に対応について相談しま

す。 

短期入所事業所 

日中活動系サービス事業所 

訪問系サービス事業所 

医療機関 

・相談支援事業所等から緊急受け入れ・対応

の要請があった場合、可能な範囲で対応しま

す。（医療機関の場合は当該医療費の自己負

担分及び食費等その他費用の利用者負担が

あります。） 

 

○「体験の機会・場」機能の具体的な内容 

 「緊急時の支援が見込めない世帯」として、登録申請を行った世帯については、極

力、体験入所の機会を提供します。 

 また、障害福祉サービスを利用していない世帯については、これを機会にサービス

の利用の是非について検討し、必要に応じて提供を行います。 
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・「体験の機会・場」機能を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

・病院、施設からの地域移行や親元から自立

したい等の相談があった場合、必要に応じてグ

ループホーム等の障害福祉サービスの体験利

用の調整を行います。 

グループホーム 

日中活動系サービス事業所 

・相談支援事業所等から体験利用の要請があ

った場合、出来る限り協力します。 

 

 ○「専門的人材の確保・養成」機能の具体的な内容 

  研修会や事例検討を通じて医療的ケアが必要な方や行動障がいを有する方、高齢

化に伴い重度化した障がいのある方に対して、専門的な対応を行うことができる体制

の確保や、専門的な対応ができる人材の育成を行います。 

・「専門的人材の確保・養成」機能を担う主な機関とその役割 

機関名 役割 

基幹相談支援センター 

・医療的ケアが必要な方や行動障がいのある

方、高齢化に伴い重度化した障がいのある方

に対して、専門的な対応ができる人材育成の

ための研修を実施します。 

 

 

 

○「地域の体制づくり」の具体的な内容 

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源

の連携体制の構築等を行います。 
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 ・「地域の体制づくり」を担う主な機関の役割 

機関名 役割 

障がい者自立支援協議会 

・拠点等事業の運用状況について把握し、課

題の検討を行います。 

・専門部会（生活部会）において拠点システム

の評価を行うほか、医療的ケア児等支援協議

会をはじめとした関係機関とのネットワークを強

化します。 

委託相談支援事業所 

特定相談支援事業所 

障害児相談支援事業所 

基幹相談支援センター 

・相談支援事業所連絡会議の事例検討会に

て事例を提供し、課題検討を通じて地域課題

の明確化と解決に向けて情報共有を行いま

す。 

 

〇「拠点コーディネーター」の具体的な役割 

  緊急時に支援が見込めない世帯を関係機関等から把握し、事前登録を促進すると

ともに緊急時の対応を行います。また、日頃より拠点登録機関等との連携を図り、地域

のニーズの把握、社会資源の活用を行い、支援体制を構築します。 

役割 内容 

相談の受付 受け入れ先が見つからない等対応が困難な緊急性のある相談

を受け付けます。 

事前登録 

(詳細は P8) 

地域の事業所等から緊急時に支援が見込めない世帯を事前に

把握し、拠点利用者として登録を促し、登録に必要な情報の聞

き取りを行います。 

予防支援 緊急時に必要なサービスに速やかにつなげられるよう、平時から

サービス等事業所との連携を図ります。 

地域への移行支援 緊急時に短期入所等で対応したケースについて、日常の生活に

戻れるよう、関係機関と連携して支援を行います。 

地域の体制づくり 地域のサービス等事業所等と障がい者自立支援協議会や相談

支援事業所連絡会議等にて意見交換や事例検討等を行うこと

により、障がい者を地域で支えるための体制づくりを行います。 
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  ○「緊急時」の定義 

   地域生活支援拠点等で対応する「緊急時」とは、「介護者が疾病や入院、葬祭、 

死亡等で突発的に不在、若しくはそれに近い状態となり、障がい者等のケアが出来な 

い、日常生活が危ぶまれる、在宅での生活が出来なくなる状況又は虐待等により突 

発的に保護が必要な状況」（なお、冠婚や旅行等の計画的利用が見込まれるものは 

除きます。また、大規模災害は想定していません。）と定義します。 

 

○事前登録 

介護者の不在や当事者の状態変化等により緊急時の支援が見込めない世帯につい

ては、緊急時の支援に必要な情報を収集する必要があります。 

事前登録は、拠点コーディネーターとの面談を通じて緊急受け入れ時に必要な当事

者の情報（生活環境、障がい特性、服薬・アレルギー情報等）および親亡きあとを見据

えた本人・ご家族等の将来への意向を拠点コーディネーターに提供し、緊急時の支援

に役立てます。事前登録で得た情報は個人情報保護法に基づき、取り扱うこととなりま

す。 

事前登録がされていない当事者も緊急受け入れの対象となりますが、相談支援事業

者や日中通所しているサービス提供事業所等がある場合には、緊急受け入れ時に必

要な当事者の情報を拠点コーディネーターへ提供をお願いする場合があります。 

事前登録の面談は、拠点コーディネーターが行いますが、支援が必要な世帯を広く

把握するため、相談支援事業所やサービス提供事業所等から利用者に対して事前登

録の啓発をお願いします。 

  ただし、事前登録は緊急時の受け入れを確約するものではなく、あくまで本人への支 

援時に役立てるための制度ですのでご注意ください。 
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  ○登録・利用の流れ 

① 介護者が高齢、疾患があるなど、緊急時の支援が必要な方は「四街道市地域生活

支援拠点等事業に伴う事前登録申請書兼個人情報取扱同意書」を記入し、拠点

コーディネーターに提出して下さい。（相談支援専門員や市のケースワーカーが拠

点等事業についてご案内する場合もあります。） 

② 拠点コーディネーターが緊急時に備えて、身体状況や医療、生活面においてまとめ

たフェイスシートを作成しますので、聞き取りなどのご協力をお願いします。（現在障

害福祉サービスを利用されている等、場合によっては事業所からの情報提供を依

頼するため、フェイスシートの作成を省略する場合もあります） 

 

 

 

 

③ 提出していただいた書類やフェイスシートをもとに、対象者の登録を行います。 

④ 緊急時に備えて、相談支援専門員がサービス等利用計画書を見直し、緊急時のリ

スクをできるだけ減らせるようなサービス等利用計画を作成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、対象となる個人情報は、住所・氏名等の基本的な情報のほか、

サービスの利用状況や医療・生活面での配慮事項など、緊急時の受け

入れ、対応に必要な情報となります。個人情報については、関係機関で

共有し、厳重に管理します。 
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〇緊急時の流れ 

[障害福祉サービスを利用中の方] 

① 緊急事態が発生していることを利用しているサービス等事業所に相談をします。 

② 相談を受けたサービス等事業所で対応出来るようであれば、対応します。 

③ 受け入れ先が見つからない等対応ができない場合は拠点コーディネーターにつな

ぎ、緊急対応をしてくれる事業所等を探すなど、一緒に支援を行います。その際に

事業者から拠点コーディネーターに必要な情報を提供していただく場合がありま

す。 

 

[障害福祉サービスを利用していない方] 

① 緊急事態が発生していることを拠点コーディネーターに相談します。 

② 拠点コーディネーターが緊急対応をしてくれる事業所等を探します。 

 

※緊急時にサービスを利用する当事者も、緊急対応をする事業所等も初めての利用

だと円滑な利用が難しい場合が少なくありません。緊急時に円滑に利用するためにも、

また当事者やご家族のためにも、平時より体験などを通してサービスの利用をしておくこ

とをおすすめしています。 
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（参考） 
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（参考） 
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○ 地域生活支援拠点等事業所の登録 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に地域生活

支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定した上で、市に申請していただ

き、市が当該事業所を「地域生活支援拠点等機能事業所」として登録します。 

※指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への運営規程の変更に係る 

変更届及び加算に係る届出が必要となります。 

 

○ 登録手続きの方法 
（別添：四街道市地域生活支援拠点等事業実施要綱参照（以下、「実施要綱」という。）） 
 

① 拠点等の機能を担う事業所は、各種機能のうち、実施する機能に係る内容 

を運営規程に規定してください。 

② 下記の書類を市に提出してください。 

・四街道市地域生活支援拠点等事業所登録申請書（P25 参照） 

・変更後の運営規程の写し 

③ 届出書類を受理後、四街道市地域生活支援拠点等登録事業所名簿（P29

参照）に登載し、登録完了となります。登録された事業所については、随時ホ

ームページで公開していきます。 

④ 市から四街道市地域生活支援拠点等事業所登録通知書（P26 参照）を発出

します。 

 

○ 登録内容の変更手続きの方法 

登録内容に変更がある場合は、変更後の運営規程の写しとともに、四街道市 

地域生活支援拠点等事業所変更届出書（P27 参照）の提出が必要となります。 

また、指定権者が千葉県の事業所は、別途、千葉県への運営規程の変更に 

係る変更届及び加算に係る届出が必要となります。
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○ 拠点等の機能を担う事業所となる場合の運営規程の記載例 

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として申請する場合は各事業所の

実態に応じて、実際に担う機能を記載して下さい。 

以下の内容を参考に運営規程のへの追加項目を作成してください。 

【運営規程の記載例】 

その他運営に関する重要事項 

（地域生活支援拠点等を担う事業所） 

第○○条 事業所は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律（平成 17 年法律第 123 号）第 77 条第 4 項に規定する地域生活支

援拠点等として次の機能を担う。 

（1）相談 

緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を

確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコー

ディネート、相談支援、その他の必要な支援を行う機能。 

（2）緊急時の受け入れ・対応 

居宅において介護者の急病等の理由により、緊急に支援の必要が生じた障が

い者等に対して、短期入所などへの受け入れ等必要な対応を行う機能。 

（3）体験の機会・場 

病院や施設、親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用や一人暮

らしの体験の機会・場を提供する機能。 

（4）専門的人材の確保・養成 

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障

がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対

応ができる人材の養成を行う機能。 
 

（注） 上記に示した運営規程は記載例であり、各事業所の実態に応じた規程とし、

地域生活支援拠点等についての内容を理解した上で作成して下さい。 



Ⅴ．地域生活支援拠点等にかかる加算について 
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○ 地域生活支援拠点等にかかる加算の種類 

※主な加算のみ記載しております。要件の詳細等は各自でご確認ください。 

 

1.特定相談支援事業所 及び 障害児相談支援事業所 

加算の内容 機能 加算の要件 

地域生活支援拠点等

相談強化加算 

【700 単位/回(短期入

所事業所への受入れ

実績(回数)に応じて月

に 4回を限度に算定)】 

相談機能 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

地域生活支援拠点等である相談

支援事業所の相談支援専門員

が、コーディネーターの役割を担う

ものとして、相談を受け、連携する

短期入所事業所への緊急時の受

入れの対応を行った場合に算定 

地域体制強化共同支

援加算 

【2,000単位/回(月に1

回を限度)】 

相談機能 地域生活支援拠点であること、又

は地域生活支援拠点等に係る関

係機関との連携体制を確保すると

ともに、協議会に定期的に参画し

ている相談支援事業所の相談支

援専門員が、支援困難事例等に

ついての課題検討を通じ、情報共

有等を行い、他の福祉サービス等

の事業者と共同で対応し、協議会

に報告した場合に算定 

   

  2.施設入所支援事業所    

加算の内容 機能 加算の要件 

地域移行促進加算(Ⅰ) 

【120 単位/日】 

体験機能 地域生活支援拠点に位置付けら

れ、連携担当者を 1名以上配置し

ている事業所において施設利用者

の体験宿泊を支援した場合に算定 

地域移行促進加算(Ⅱ) 

【60 単位/日】 

体験機能 地域生活支援拠点等と連携した

上で、地域移行に向けた動機付け
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支援として、グループホーム等の

見学や食事利用、地域活動への

参加等を行った場合に算定 

   

3.訪問系サービス事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護) 

加算の内容 機能 加算の要件 

緊急時対応加算 

【100 単位/回(月 2 回

を限度)】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

個別支援計画に位置付けられてい

ない訪問系サービスを、利用者又

はその家族から要請を受けてから

24 時間以内に行った場合 

 

  4.日中活動系サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援 A・B 型) 

加算の内容 機能 加算の要件 

障害福祉サービスの体

験利用支援加算 

【初日～5 日以内 500

単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

【6 日～15日以内 250

単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

体験の機会・場

機能 

利用者が地域生活への移行に向

けて障害福祉サービスの体験的な

利用支援を利用する場合 

緊急時受入加算 

【100 単位/回】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

地域生活支援拠点等に位置付け

られ、連携担当者を1名以上配置

している事業所において、緊急事
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態の際に利用者又はその家族から

の要請に基づき夜間に支援を行っ

た場合 

 

   5.自立生活援助事業所 

加算の内容 機能 加算の要件 

緊急時支援加算(Ⅰ) 

【711 単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

緊急時において利用者又はその家

族等からの要請に基づき、深夜

（午後 10時から午前 6時）に訪問

又は一時的な滞在による支援を行

った場合 

緊急時支援加算(Ⅱ) 

【94 単位/日】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

緊急時において利用者又はその家

族等からの要請に基づき、深夜

（午後 10時から午前 6時）に電話

相談援助を行った場合 

 

   6. 短期入所事業所 

加算の内容 機能 加算の要件 

【利用開始日に+100

単位/日】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

地域生活支援拠点等に位置付け

られ、連携担当者を1名以上事業

所に配置している場合 

【利用開始日に+200

単位/日】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

上記に加え、医療的ケア児や重症

心身障害児者等の受け入れを行

った場合 

 

7.地域定着支援事業所 

加算の内容 機能 加算の要件 

緊急時支援加算(Ⅰ) 

【734 単位/日】 

（地域生活支援拠点等

の場合） 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

緊急時において利用者又はその家

族等からの要請に基づき、深夜

（午後 10時から午前 6時）に訪問

又は一時的な滞在による支援を行
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【+50 単位/回】 った場合 

緊急時支援加算(Ⅱ) 

【98 単位/日】 

緊急時の受け入

れ・対応機能 

緊急時において利用者又はその家

族等からの要請に基づき、深夜

（午後 10時から午前 6時）に電話

相談援助を行った場合 

  

   8.地域移行支援事業所 

加算の内容 機能 加算の要件 

障害福祉サービスの体

験利用支援加算 

【初日～5 日以内 500

単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

【6 日～15日以内 250

単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

体験の機会・場

機能 

利用者が地域生活への移行に向

けて障害福祉サービスの体験的な

利用支援を利用する場合 

体験宿泊加算(Ⅰ) 

【300 単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

体験の機会・場

機能 

一人暮らしに向けた体験的な宿泊

支援を行った場合 

体験宿泊加算(Ⅱ) 

【700 単位/日】 

(地域生活支援拠点等

の場合) 

【+50 単位/回】 

体験の機会・場

機能 

夜間及び深夜の時間帯を通じて必

要な見守り等の支援を行い、一人

暮らしに向けた体験的な宿泊支援

を行った場合 
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   9.拠点コーディネーターの加算  

加算の内容 加算の要件 

地域生活支援拠点等

機能強化加算 

【500 単位/月】 

コーディネーター1 人当

たり100回/月までの算

定 

複数の事業者が、地域生活支援拠点等のネットワー

クにおいて相互に連携して運営されており、かつ、当

該事業者又はネットワーク上の関係機関（基幹相談

支援センター等）において、情報連携等を担う拠点コ

ーディネーターが常勤で 1 名以上配置されている場

合 

 



（別添） 
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更新履歴記載欄                                            

令和 5年 11 月 13 日 作成 

令和 7年 4月 1日   改定 

令和 7年 11月 25 日 改正 


